
 令
和
六
年 

「
例
祭
」
期
間
の
駐
車
場
ご
利
用
禁
止
に
つ
い
て 

六
月
五
日
に
斎
行
致
し
ま
す
例
祭
（
熱
田
ま
つ
り
）
の
諸
準
備
に

つ
き
、
境
内
各
駐
車
場
は
左
記
の
期
間
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
参
拝
の
際
に
は
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

 
 

①
西
門
駐
車
場 

 
 

 

六
月
一
～
七
日 

 
 

②
南
門
駐
車
場 

 
 

 

六
月
一
～
七
日 

 
 

③
東
門
・
第
三
駐
車
場 
六
月
三
～
七
日 

 
 

④
第
二
駐
車
場 

 
 

 

六
月
三
～
六
日 

 
 

⑤
第
一
駐
車
場 

 
 

 

六
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
許
可
車
輌
は
除
く
） 

① 

 

② 

 

③ 

 

⑤ 

 ④ 

 






